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【概要版】 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年３月 策定 

令和７年３月 改定 

有田市 

 



第１章 空家等対策計画の趣旨 

１-１．計画策定の背景と目的 

【背景】 人口減少等に伴う空き家の増加

を受け、平成３０年３月に前計画を策定

し、総合的な空き家対策に取り組み、一

定の成果があったと考えられるが、適正

な管理がなされていない空き家も少な

からず残されている。 

【目的】 これまでの取り組み成果等を踏

まえ、取組方針を示し、引き続き市民に

広く周知し、総合的かつ計画的に進める

ため前計画を改定する。 

１-２．計画の位置づけ 

本計画は、法第７条の規定に基づき、国の

定めた基本方針に即し、定めたものである。 

１-３．計画期間 

令和 5 年３月～令和 10 年３月（５年間）

ただし、計画期間内であっても必要に応じ

適宜見直しを行う。 

１-４．計画の対象 

（1）対象とする区域→有田市内全域 

（2）重点区域の設定  

地震発生後の津波からの避難を考慮し、

南海トラフ巨大地震で震度予想が震度

６弱以上となっている地域を重点区域

として定め、空き家解消に向けた施策を

重点的に展開する。 

（3）対象とする空家等の種類 

 特措法第２条第１項に規定する、「空家 

等」（特措法第２条第２項で規定する「特

定空家等」及び特措法第 13 条第 1 項で

規定する「管理不全空家等」を含む。）

とする。 

●震度予想図（南海トラフ巨大地震） 

 

第２章 空家等の現状と課題 

２-１．有田市の人口 

平成２７年～令和 2 年の 5 年間で約 2 千

人減少し、約２万６千人となった。 

２-２．有田市の空家等の現状 

令和 5 年の空き家率は 20.8％で、前回と

比較して 3.6％増加となっている。 

 
 
２-３．空家等の実態調査 

平成２７年度に空家等の実態調査を実施。 

【調査結果】 

空き家と想定される建物→９９７戸 

うち、「倒壊のおそれがある」などの緊急

度（高・中）の判定結果は３５５となった。 
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２-４．空家等における課題 

① 空家等所有者の意識啓発に関する課題 

空き家に関する問題意識の低さや、相続登記がされていない空き家への対応が困難な点。 

② 老朽化した空き家に関する課題 

地震等による建物の倒壊や草木・ゴミ等による衛生上の問題などで周辺に悪影響を及ぼ

しており、危険空き家については補修や除却を行い、早急な安全確保が求められる。 

③ 良好な空き家に関する課題 

所有者等に対し、利活用の促進を図る。立地等で市場流通が難しい空き家の場合も適正

管理が求められる。 

④ 空き家の跡地に関する課題 

適正管理を怠ると、草木の繁茂等で衛生上の問題が生じる。 

立地が良好な跡地は地域活性化を図るため、市場流通等が求められる。 

 

第３章 空家等の対策に関する基本的な方針等 

３-１．空家等の基本的な方針  

適切に管理されていない空き家がもたらす様々な問題の解消や利活用など、引き続き４点

の事項に重点を置いて、空き家対策に取り組む。 

①所有有者等への啓発、情報提供 ②保安上危険のある空家等の適正な管理の促進 

③空き家の流通・活用の促進   ④連携体制の構築と相談体制の整備 

 

   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

管理不全空家等 利活用 特定空家等 居住 

①空き家の 

予防・啓発 

（市広報誌、  

自治会回覧等） 

②適切な管理の促進・除却 

・放置することが不適切又は著しく保安上危険な状態にあると

認められる空き家 

③利活用の促進（空き家・跡地） 

・移住・定住に繋がるよう関係部署等と連携を図り、市有施設

も含め民間活力等による活用を促進 

専門家   

団体等 
行 政 地域住民 

空き家の  

所有者等 

対策 

④連携 

空き家 



第４章 管理不全空家等及び特定空

家等への基本的な方針等 

 

４-１．管理不全空家等及び特定空家等に

対する措置の方針 

管理不全空家等及び特定空家等に対する措

置については、周辺環境に及ぼす悪影響の

範囲や危険等の切迫性などを考慮したうえ

で慎重に判断するものとする。 

４-２．管理不全空家等及び特定空家等の

判断基準 

和歌山県空家対策推進協議会が、法第８条

による技術的な助言として作成した「和歌

山県 特管理不全空家等及び定空家等の判

断基準」を本市の判断基準とする。 

※改善点等が明らかになった場合には、必

要に応じて適宜改善を行う。 

４-３．管理不全空家等及び特定空家等に

対する措置の実施 

特定空家等に該当する可能性がものについ

ては、法に基づき敷地内への立入調査等を

実施し、結果を基に管理不全空家等及び特

定空家等の判定を行う。 

判定において、関係部署と連携し、所有者

等に対し、助言・指導、勧告、命令（命令

は特定空家等の場合のみ）等を行う。 

４-４．特定空家等に対する行政代執行 

特定空家等の所有者等に対し、除却などの

必要な措置を行うよう助言・指導、勧告、

命令を行ったにもかかわらず、これに従わ

ない場合には行政代執行の実施を検討す

る。 

 特定空家等が保安上著しく危険な状態に

ある等緊急に周辺の生活環境の保全を図る

ために、必要な措置をとる必要があると認

められるときは、命令の規定にかかわらず

緊急代執行の実施を検討します。 

なお、特定空家等の所有者等を確知するこ

とができない場合は、略式代執行を検討す

る。 

第５章 その他空き家に関する対策 

管理責任は所有者等にあるという原則のも

と、空き家の除却・活用を一層効果的に進

めるため、次のような支援策を実施又は検

討する。 

５-１．空き家の除却に対する補助制度 

危険な空き家の除却を行う所有者等に対

し、除却工事に要する費用の一部を補助す

る制度を実施。（平成２８年度～） 

５-２．固定資産税の課税標準の特例措置 

上記の補助事業を活用し除却したものに限

り、住宅用地の特例が解除される年度から

起算して、5 年度分減免できる制度を実

施。 

５-３．空き家の活用に対する補助制度 

わかやま空き家バンク（令和元年度～）、

有田市空き家・空き地バンク（令和３年度

～）に登録された空き家の改修を行う移住

者に対し、費用の一部を補助する制度を実

施。 

 


